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招集ご通知

２．場　　所　名古屋市中区錦三丁目11番13号
ホテル名古屋ガーデンパレス　３階　栄の間
株主総会会場　アクセスURL
https://maps.app.goo.gl/QisH92gnCQ655oBL9

証券コード　7593
2026年６月９日

株 主 各 位
愛知県名古屋市中区錦三丁目10番32号
ＶＴホールディングス株式会社
代 表 取 締 役 社 長 　 高  橋  一  穂

第44期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第44期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し
あげます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供
措置事項）について電子提供措置をとっており、後記「４．電子提供措置事項が掲
載されるウェブサイト」に掲載しておりますので、アクセスのうえ、ご確認くださ
いますようお願い申しあげます。
　なお、当日ご出席されない場合は、インターネット等又は書面（郵送）によって
議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討の
うえ、2026年６月24日（水曜日）午後６時までに議決権を行使してくださいますよ
うお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日　　時　2026年６月25日（木曜日）午前10時

◎当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご
提出くださいますようお願い申しあげます。

◎会場には駐車場がございませんので、お車でのご来場はご遠慮ください。
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招集ご通知

1 当社ウェブサイト
https://www.vt-holdings.co.jp

メニューより
「株主・投資家情報」
「株主総会」
を順に選択ください。

2
東京証券取引所ウェブサイト
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/
JJK010010Action.do?Show=Show

銘柄名（会社名）または
証券コードを入力・検索し、
「基本情報」、
「縦覧書類/PR情報」
を選択ください。

３．目的事項
報告事項　１. 第44期（自2025年４月１日 至2026年３月31日）事業報告の内容、連結計算書

類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
２. 第44期（自2025年４月１日 至2026年３月31日）計算書類の内容報告の件

決議事項
第１号議案　資本準備金及び利益準備金の額の減少の件
第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件
第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件
第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
第５号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付

株式の割当てのための報酬決定の件

４．電子提供措置事項が掲載されるウェブサイト

以　上

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記「４．電子提供措置事項が掲載されるウェブサイト」に
その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

◎書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面をあわせてお送りいたします
が、「会社の新株予約権等に関する事項」、「会社の体制及び方針」、「連結持分変動計算書」、「連
結注記表」、「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第13条
の規定に基づき、当該書面には記載しておりません。したがいまして、当該書面は、監査報告を作成す
るに際し、監査等委員会及び会計監査人が監査をした対象書類の一部であります。
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議決権行使のご案内

議決権行使のご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討の上、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

インターネット等で議決
権を行使する方法

書面（郵送）で議決権を
行使する方法

株主総会に
ご出席する方法

次ページの案内に従って、各議案の
賛否をご入力ください。

議決権行使書用紙に各議案の賛否を
ご表示のうえ、ご返送ください。

当日ご出席の際は、お手数ながら、
議決権行使書用紙を会場受付へご提
出ください。

行使期限 行使期限 株主総会開催日時

2026年６月24日（水曜日）
午後６時入力完了分まで

2026年６月24日（水曜日）
午後６時到着分まで

2026年６月25日（木曜日）
午前10時

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。
第１号議案・第４号議案・第５号議案

◦ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 反対する場合 「否」の欄に〇印

第２号議案・第３号議案

◦ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印
◦ 一部の候補者を反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとして
お取扱いいたします。
複数回議決権を行使された場合、当社に最後に到着した行使を有効な議決権行使としてお取扱いいたします。なお、インターネット等による議
決権行使と議決権行使書面が同日に到着した場合は、インターネット等によるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。
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議決権行使のご案内

インターネット等による議決権行使方法・事前質問受付のご案内

インターネット等による議決権行使方法 インターネット行使期限　2026年６月24日（水）午後６時まで

事前質問受付のご案内 事前質問受付期限　　　2026年６月18日（木）午後６時まで

　本株主総会においては、株主総会ポータルを通じて、株主様より議案に
関するご質問を事前に承ります。いただいたご質問の中で株主の皆さまの
関心が高いと思われるご質問については、本株主総会にて取り上げさせて
いただきます。
　株主総会ポータルから「事前質問へ」ボタンをタップ／クリックしま
す。「事前質問のご入力」画面が表示されますので、以降は画面の案内に
従ってご質問をご入力ください。

ご注意事項  
●一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、議決権行使書

用紙に記載の「議決権行使コード」「パスワード」をご入力いただく
必要があります。

●機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権
電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

●事前質問に対して、個別に回答はいたしませんのでご了承ください。

 お問い合わせ
三井住友信託銀行
証券代行ウェブサポート
専用ダイヤル

0120-652-031
(受付時間　9時～21時)

ぜひQ&Aも
ご確認ください。

スマートフォン等による議決権行使方法
議決権行使書用紙に記載のQR
コード®を読み取ります。

1 株主総会ポータル®トップ画面
から「議決権行使へ」ボタン
をタップします。

2 スマート行使®トップ画面が表示
されます。以降は画面の案内に
従って賛否をご入力ください。

3

※QRコードは（株）デンソーウェーブ
の登録商標です。

PC等による議決権行使方法
　以下のURLより議決権行使書用紙に記載のログインID・パスワードをご入力のうえアクセスしてください。ログイ
ン以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。
株主総会ポータルURL　▶https://www.soukai-portal.net
　議決権行使ウェブサイトも引き続きご利用いただけます。  ▶https://www.web54.net

－ 4 －

https://www.soukai-portal.net
https://www.web54.net


2026/05/26 14:11:12 / H5303959_ＶＴホールディングス株式会社_招集通知_電子提供措置用

(1)事業の経過及びその成果

(自　2025年 4 月 1 日
至　2026年 3 月31日 )
事　 業　 報　 告

１．企業集団の現況に関する事項
⑴　事業の経過及びその成果

当連結会計年度の国内自動車市場における新車販売台数は前期比99.1％となりました。
そのような環境の下、当社グループの中核事業であります自動車販売関連事業の当連結会計

年度における国内販売の状況は、ホンダ系、日産系ともに相対的に新型車の投入が少なく、新
車販売台数は若干減少いたしました。一方、中古車販売はこれまでの商品不足が緩和し、販売
台数は増加いたしました。海外販売の状況は、主にスペイン地域の好調により新車販売台数、
中古車販売台数ともに増加いたしました。その結果、当社グループの新車、中古車を合わせた
自動車販売台数は前期に比べ2,033台増加し100,187台（前期比102.1％）となりました。

住宅関連事業におきましては、土地や建築資材価格の高止まりや建設労務費の上昇などの影
響がある中で付加価値の向上に努め、事業全体としては堅調な推移となりました。

また、決算処理として一部の不採算店舗の固定資産の減損損失、のれん減損等の費用を販売
費及び一般管理費やその他の費用に総額2,693百万円計上いたしました。

以上の結果、当連結会計年度の連結業績は、連結売上収益は3,887億33百万円（前期比
110.6％）、営業利益は110億３百万円（前期比101.3％）、税引前利益は101億29百万円（前
期比104.1％）、親会社の所有者に帰属する当期利益は48億98百万円（前期比92.4％）となり
ました。
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(2)セグメントの業績概況

⑵　セグメントの業績概況
[自動車販売関連事業]

新車部門では、国内におけるホンダ車の販売台数が7,593台（前期比96.0％）と減少に
転じ、日産車の販売台数も12,479台（前期比86.2％）と厳しい状況が続きましたが、海外
における販売台数が26,039台（前期比108.1％）となり、当社グループ全体の新車販売台
数は51,078台（前期比100.4％）と前期を若干上回り、増収増益となりました。
中古車部門では、輸出台数は5,870台（前期比70.3％）と低調な結果となりましたが、

国内市場・海外市場ともに輸出以外の中古車販売が好調に推移し、当社グループ全体の中
古車販売台数は49,109台（前期比103.8％）と前期を上回り、増収増益となりました。
サービス部門では、点検・車検、修理、手数料収入等の受注拡大に注力し、増収増益と

なりました。
レンタカー部門では、直営店、FC店共に順調に出店が進み、増収増益となりました。
以上の結果、自動車販売関連事業の売上収益は3,570億41百万円（前期比110.3％）、

営業利益は80億５百万円（前期比91.8％）となりました。

[住宅関連事業]
分譲マンション部門では、完成在庫を含めた成約は187戸（前期は176戸）となりまし
た。なお、引き渡しは156戸（前期は144戸）となりました。
戸建分譲住宅部門では、好立地の物件用地が順調に確保できたことで、受注・引き渡し共
に堅調に推移しており、成約は342戸（前期は335戸）、引き渡しは333戸（前期は333
戸）となりました。
注文建築部門では、自動車ディーラー・中古車販売店をはじめ商業施設や分譲マンション
の案件についても引き続き安定した受注を獲得することができました。
以上の結果、住宅関連事業の売上収益は314億93百万円（前期比114.1％）、営業利益は
20億61百万円（前期比125.4％）となりました。
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(3)設備投資の状況、(4)資金調達の状況、(5)重要な組織再編等の状況、(6)対処すべき課題、(7)財産及び損益の状況の推移

⑶　設備投資の状況
当連結会計年度における設備投資額は142億33百万円であります。
これは主に、自動車販売関連事業における代車等の取得（40億52百万円）、レンタカー車両

の取得（46億40百万円）、店舗の新築・改修及び設備導入（44億23百万円）等によるものであ
ります。

⑷　資金調達の状況
当社グループは、運転資金及び設備投資資金として、主に金融機関からの借入によっておりま

す。

⑸　重要な組織再編等の状況
　　　他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
　　　　当社は、2025年４月１日付で、自動車販売関連事業における輸入車ディーラー事業の展

開を目的として、株式会社モトーレン札幌の全株式を取得し、同社を完全子会社といたし
ました。

⑹　対処すべき課題
当社グループは、Ｍ＆Ａにより事業規模を拡大することを主要な経営戦略の１つとしており、

そのための経営基盤強化策として、以下の課題を重点的に取り組んでおります。

①　基盤収益の強化
自動車販売関連事業につきましては、国内の新車販売が長期的に減少傾向であることから、

当社グループの自動車ディーラー各社は、基盤収益である中古車部門、サービス部門の収益性
を高めることで、新車販売動向に業績が左右されにくい企業体質の実現を目指しております。

また、中古車輸出における販売地域の多様化と商品付加価値の向上、レンタカー部門におけ
る直営・フランチャイズ両面によるレンタカー店舗網の全国展開により、グループとしての基
盤収益のさらなる向上を目指しております。

②　財務体質の強化
長期安定的に事業規模を拡大するためには、財務体質の強化が不可欠と認識しており、これ

までにも、2007年３月の第三者割当増資、2009年８月の新株予約権付社債の発行、2012年
11月の新株予約権の発行、2022年４月の自己株式を活用した第三者割当による新株予約権の
発行等、自己資本の充実を図り、Ｍ＆Ａ資金の確保と自己資本比率の改善に取り組んでまいり
ました。
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(3)設備投資の状況、(4)資金調達の状況、(5)重要な組織再編等の状況、(6)対処すべき課題、(7)財産及び損益の状況の推移

また、当社グループは事業収益によるキャッシュの増大をテーマとし、既存事業の営業キャ
ッシュ・フローの向上に注力しつつ、負債の削減にも取り組む等、バランスのとれたキャッシ
ュ・フロー戦略を推進し、資本市場での資金調達も含め、財務体質の強化に努めてまいりま
す。

③　リスク管理体制の強化
当社グループを取り巻く事業環境は経済活動のグローバル化に伴い、自然災害や感染症など

のパンデミックに代表される環境的リスク、グローバルに拡大している地政学的リスク、経済
危機やエネルギー、原材料等をはじめとする物価の急激な変動、不透明な関税状況や為替動向
といった経済的リスク、サイバー攻撃やシステム障害などの技術的リスクが国境を越えて複雑
化しており、これらの複合的リスクを的確に把握し対応するため「グループリスクマネジメン
ト委員会」を設置しリスク管理体制の強化に取り組んでおります。

④　社会課題等への対応
SDGsの目標達成と持続可能な社会の実現に向け、当社グループにおけるサステナビリティ

推進体制を整え、積極的にSDGsへ取り組むことが当社グループにとって重要な経営課題であ
ると認識しており、国内・海外、自動車・住宅関連等グループ各社を含めた全社横断的な活動
として展開するため、代表取締役社長を委員長とする「サステナビリティ委員会」を2021年
に設置し、グループ全体のサステナビリティに係る活動の方向付けや取り組み状況の確認を行
っており、今後も温室効果ガス削減活動、人材の多様性に向けた人的資本への投資等の様々な
取り組みを引き続き推進してまいります。

⑤　コーポレートガバナンスの強化
当社は、上記施策を適切に推進し、長期的な企業価値の向上につなげるため、独立役員、社

外取締役の選任等により、コーポレートガバナンスの強化に取り組んでまいりました。
引き続き、すべてのステークホルダーから信頼される企業であり続けるために、企業倫理の

重要性を認識し、経営の健全性、経営の意思決定と業務執行の透明性・公正性を確保すべく、
コーポレートガバナンスの充実、及び法令順守の徹底に努めてまいります。

今後の見通しといたしましては、社会・経済活動は基調として拡大傾向が継続すると見込ん
でいるものの、イランやウクライナを巡る情勢、エネルギー価格や原材料費を中心とする物価
のインフレーション、人件費や金利等の上昇、それらに伴う為替変動、また中古車相場の変動
等への注視は必要であり、予断を許さない経営環境が続くものと想定しております。
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(3)設備投資の状況、(4)資金調達の状況、(5)重要な組織再編等の状況、(6)対処すべき課題、(7)財産及び損益の状況の推移

そのような状況において、当社は、企業価値の持続的な向上のため、グループ横断での間接
リソースの共有やＤＸの推進によるビジネスプロセスの変革、お客様への提供価値の実現のた
め人的資本の強化を継続的に行い、国内外の多様なお客様のニーズに柔軟に対応し、新たなチ
ャレンジと現状の変革に取り組んでまいります。

⑥　住宅関連事業の課題
建設・不動産業界では、用地や資材価格の高止まり、建設労務費の上昇に加え、住宅ローン

金利の上昇による住宅取得費用の増加が懸念され、分譲事業を取り巻く環境は依然厳しい状況
です。一方、注文建築では首都圏を中心に法人の設備投資や建替え需要が堅調です。

こうした中、競争が激化する用地取得において、ルートの多様化や相対交渉、共同開発を通
じて早期売却可能な物件の確保に取り組んでいます。また、建設従事者の確保と原価低減のた
め、若手・技術系社員の労働環境改善、設計・施工の内製化や外国籍人材の活用推進等にも注
力しています。

期別
項目

第 41 期
(2023年３月期)

第 42 期
(2024年３月期)

第 43 期
(2025年３月期)

第 44 期
(当連結会計年度)
(2026年３月期)

売 上 収 益(百万円) 266,329 311,604 351,630 388,733
税 引 前 利 益(百万円) 12,646 11,458 9,732 10,129
親会社の所有者に帰属する当期利益(百万円) 7,180 6,697 5,302 4,898
基本的１株当たり当期利益 (円) 61.91 56.86 43.83 41.50
総 資 産(百万円) 229,834 272,883 277,900 303,067
親会社の所有者に帰属する持分(百万円) 64,500 72,851 71,244 70,684

⑺　財産及び損益の状況の推移
国際会計基準（IFRS）

（注）記載金額は、単位未満を四捨五入して表示しております。
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(8)重要な子会社の状況、(9)主要な事業内容

会 社 名 資 本 金 議 決 権 比 率 主 要 な 事 業 内 容

㈱ ホ ン ダ カ ー ズ 東 海 百万円
90

％
100.00 自動車の販売・修理

長 野 日 産 自 動 車 ㈱ 百万円
38 100.00 自動車の販売・修理

静 岡 日 産 自 動 車 ㈱ 百万円
80 100.00 自動車の販売・修理

三 河 日 産 自 動 車 ㈱ 百万円
30 100.00 自動車の販売・修理

㈱ 日 産 サ テ ィ オ 埼 玉 百万円
40 100.00 自動車の販売・修理

㈱ 日 産 サ テ ィ オ 奈 良 百万円
50 100.00 自動車の販売・修理

㈱ モ ト ー レ ン 静 岡 百万円
90 100.00 自動車の販売・修理

㈱ モ ト ー レ ン 三 河 百万円
10 100.00 自動車の販売・修理

㈱ モ ト ー レ ン 道 南 百万円
10 100.00 自動車の販売・修理

フ ジ モ ト ー レ ン ㈱ 百万円
50 100.00 自動車の販売・修理

㈱ モ ト ー レ ン 札 幌 百万円
48 100.00 自動車の販売・修理

エ フ エ ル シ ー ㈱ 百万円
40 100.00 自動車の販売・修理

光 洋 自 動 車 ㈱ 百万円
30 100.00 自動車の販売・修理

C C R  M O T O R  C O . L T D . 千ポンド
32,253 100.00 自動車の販売・修理

W E S S E X  G A R A G E S
H O L D I N G S  L I M I T E D

千ポンド
1,615 100.00 自動車の販売・修理

Ｃ Ａ Ｔ Ｅ Ｒ Ｈ Ａ Ｍ 　 Ｃ Ａ Ｒ Ｓ
Ｇ Ｒ Ｏ Ｕ Ｐ  L I M I T E D

千ポンド
41,954 100.00 持株会社

MASTER AUTOMOCION, S.L.
千ユーロ

23,947 84.00 持株会社

㈱ ト ラ ス ト
百万円

40 100.00 自動車の輸出

J - n e t レ ン タ リ ー ス ㈱
百万円

60
99.45

(54.20) 自動車賃貸

Ａ Ｍ Ｇ ホ ー ル デ ィ ン グ ス ㈱
百万円

1,168 43.49 持株会社

⑻　重要な子会社の状況
①　重要な子会社の状況
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(8)重要な子会社の状況、(9)主要な事業内容

会 社 名 資 本 金 議 決 権 比 率 主 要 な 事 業 内 容

㈱ エ ム ジ ー ホ ー ム
百万円

100
％

100.00
(100.00)

分譲マンションの企画・販売

㈱ ア ー キ ッ シ ュ ギ ャ ラ リ ー
百万円

170
100.00

(100.00) 注文住宅・商業施設の建築請負

㈱ 川 﨑 ハ ウ ジ ン グ
百万円

25
100.00

(100.00) 戸建分譲住宅の販売、建築工事

（ 子 会 社 　 他 3 6 社 ）
（注）１．上記議決権比率欄の（　）内は、当社の子会社が所有する議決権比率を内数で示しております。

２．特定完全子会社に該当する子会社はありません。
３．2025年４月１日に㈱モトーレン札幌の全株式を取得し、同社を連結子会社といたしました。
４．2025年５月14日開催の当社取締役会決議に基づき、㈱トラストの株券等に対する公開買付けを実施

し、完全子会社化いたしました。

②　企業結合の成果
連結子会社は59社あり、持分法適用会社は３社あります。当連結会計年度の売上収益は

3,887億33百万円（前期比110.6％）、営業利益は110億３百万円（前期比101.3％）、親会社
の所有者に帰属する当期利益は48億98百万円（前期比92.4％）となりました。

事 業 区 分 事　業　内　容

自 動 車 販 売
関 連 事 業

ディーラー事業は、ホンダ系ディーラー、日産系ディーラー、輸入車ディーラー、輸
入車インポーター及び海外自動車ディーラーからなり、主に新車・中古車の販売及び
自動車の修理を行っております。また、自動車販売に関連する事業としてレンタカー
事業、自動車の輸出事業及び自動車製造事業等を行っております。
以上の自動車販売関連事業は新車部門、中古車部門、サービス部門、レンタカー部
門、輸出部門、その他部門の各部門で構成されております。

住宅関連事業 マンション及び戸建分譲住宅等の販売、注文住宅・商業施設の建築請負等を行ってお
ります。

⑼　主要な事業内容（2026年３月31日現在)
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(10)主要な事業所

本　　　　社 愛知県名古屋市

㈱ホンダカーズ東海 愛知県名古屋市

長野日産自動車㈱ 長野県長野市

静岡日産自動車㈱ 静岡県静岡市

三河日産自動車㈱ 愛知県安城市

㈱日産サティオ埼玉 埼玉県さいたま市

㈱モトーレン静岡 静岡県静岡市

㈱モトーレン札幌 北海道札幌市

エフエルシー㈱ 愛知県清須市

光洋自動車㈱ 北海道北見市

MASTER AUTOMOCION, S.L. スペイン バルセロナ

WESSEX GARAGES HOLDINGS LIMITED イギリス ブリストル

CCR MOTOR CO.LTD. イギリス ポンティプリッド

TRUST ABSOLUT AUTO(PTY)LTD. 南アフリカ ヨハネスブルグ

㈱トラスト 愛知県名古屋市

J-netレンタリース㈱ 愛知県名古屋市

㈱アーキッシュギャラリー 愛知県名古屋市

㈱エムジーホーム 愛知県名古屋市

㈱TAKI HOUSE 神奈川県川崎市

㈱髙垣組 岐阜県郡上市

㈱川﨑ハウジング 熊本県熊本市

⑽　主要な事業所（2026年３月31日現在）
①　当社

②　主要子会社の事業所
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(11)従業員の状況、(12)主要な借入先、(13)その他企業集団の現況に関する重要な事項

事 業 区 分 従 業 員 数 前 期 末 比 増 減 数
自 動 車 販 売 関 連 事 業 4,246　名 222　名増
住 宅 関 連 事 業 249　名 5　名増
そ の 他 32　名 1　名増
合 計 4,527　名 228　名増

従 業 員 数 前 期 末 比 増 減 数 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数
32　名 1名増 38.3　歳 6.2　年

⑾　従業員の状況（2026年３月31日現在）
①　企業集団の従業員の状況

（注）１. 上記従業員数は就業員数（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当
社グループへの出向者を含む。）であり、臨時従業員1,047名は含んでおりません。

　　　２. 自動車販売関連事業の従業員数が前連結会計年度と比べて222名増加いたしましたのは、2025
年４月１日付で㈱モトーレン札幌を連結子会社化したためであります。

②　当社の従業員の状況

（注）上記従業員数は就業員数（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）で
　　　あります。

借 入 先 借 入 金 残 高
㈱ り そ な 銀 行 12,184　百万円
㈱ 静 岡 銀 行 10,861
㈱ み ず ほ 銀 行 10,849
㈱ 横 浜 銀 行 5,806
M i z u h o  B a n k  E u r o p e  N . V . 4,036
㈱ 第 四 北 越 銀 行 2,907
㈱ 滋 賀 銀 行 2,556

       信 金 中 央 金 庫 2,474
㈱ 百 十 四 銀 行 2,289
岐 阜 信 用 金 庫 2,109

⑿　主要な借入先（2026年３月31日現在）

（注）記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。

⒀　その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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（1）発行可能株式数～（2）発行済株式の総数、（3）株主数～（4）大株主の状況（上位10名）、（5）その他株式に関する重要な事項

⑴　発行可能株式総数 169,800,000株

⑵　発行済株式の総数 116,255,169株（自己株式6,325,865株を除く。）

２．会社の株式に関する事項　（2026年３月31日現在）

⑶　株主数 57,984名

株　　主　　名 持 株 数 持 株 比 率

㈲ エ ス ア ン ド ア イ 16,863 千株 14.50 ％

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 ㈱ （ 信 託 口 ） 12,202 10.49

㈱ 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （ 信 託 口 ） 7,980 6.86
バンク　オブ　ニユーヨーク　ジーシーエム　クライアント　アカウント
ジエイピーアールデイ　アイエスジー　エフイー−エイシー 4,495 3.86

高 橋 一 穂 3,577 3.07

高 橋 淳 子 3,248 2.79

損 害 保 険 ジ ャ パ ン ㈱ 3,000 2.58

東 京 海 上 日 動 火 災 保 険 ㈱ 2,776 2.38

高 橋 倫 二 1,962 1.68

V T ホ ー ル デ ィ ン グ ス 従 業 員 持 株 会 1,868 1.60

⑷　大株主の状況（上位10名）

（注）１．当社は、自己株式を6,325千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
　　　２．持株比率は、自己株式を控除して計算しております。

⑸　その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。
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（1）取締役の状況、（2）責任限定契約の内容の概要、（3）役員等賠償責任保険契約の内容の概要、（4）取締役の報酬等、（5）社外役員に関す
る事項

氏　　　名 地　　　位 担当及び重要な兼職の状況

高 橋 一 穂 代 表 取 締 役 社 長

伊 藤 誠 英 専 務 取 締 役 経営戦略本部長

山 内 一 郎 常 務 取 締 役 管理本部長

堀 　 直 樹 取 締 役 ㈱ワイズホールディングス　代表取締役社長

中 嶋 　 勉 取 締 役 ㈱ホンダカーズ東海　取締役副社長

伊 藤 和 繁 取 締 役 管理部長

山 﨑 宅 哉 取 締 役 経営戦略本部　経営企画部長

山 田 尚 武 取 締 役 弁護士法人しょうぶ法律事務所　代表

藤 谷 真 理 取 締 役 藤谷会計事務所　代表

黒 野 葉 子 取 締 役 愛知学院大学法学部　教授

安 藤 仁 一 取締役（常勤監査等委員）

土 田 新 一 郎 取締役（常勤監査等委員）

柴 田 和 範 取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ） 北辰税理士法人　代表

鹿 倉 祐 一 取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ） 鹿倉法律事務所　代表

３．会社役員に関する事項
⑴　取締役の状況（2026年３月31日現在）

（注）１. 上記重要な兼職のほか、当社役員による他の上場会社の役員の兼任状況は、次のとおりであります。
・取締役伊藤誠英 ＡＭＧホールディングス㈱ 取締役、㈱ワイズホールディングス 社外取締役

（監査等委員）
・取締役山内一郎 ㈱ワイズホールディングス 社外取締役（監査等委員）
・取締役山田尚武 丸八証券㈱ 社外取締役
・取締役（監査等委員）柴田和範 笹徳印刷㈱ 社外取締役（監査等委員）、㈱フジミインコーポ

レーテッド 社外監査役
２. 取締役である山田尚武、藤谷真理、黒野葉子の各氏は、社外取締役であります。
３. 取締役（監査等委員）である土田新一郎、柴田和範、鹿倉祐一の各氏は、社外取締役でありま

す。
４. 取締役（監査等委員）柴田和範氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計

に関する相当程度の知見を有するものであります。
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（1）取締役の状況、（2）責任限定契約の内容の概要、（3）役員等賠償責任保険契約の内容の概要、（4）取締役の報酬等、（5）社外役員に関す
る事項

氏名 退任日 退任事由 退任時の地位・担当及び
重要な兼職の状況

新城　美樹 2025年６月26日 任期満了 社外取締役

５. 情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・
監督機能を強化するために安藤仁一、土田新一郎の両氏を常勤の監査等委員として選定しており
ます。

６. 当社は、取締役山田尚武、藤谷真理、黒野葉子並びに取締役（監査等委員）土田新一郎、柴田和
範、鹿倉祐一の各氏を、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、㈱東京証券
取引所及び㈱名古屋証券取引所に届け出ております。

７. 当事業年度中に退任した取締役は次のとおりであります。

⑵　責任限定契約の内容の概要
当社は、各社外取締役及び各監査等委員である取締役との間で、会社法第427条第１項に基づ

き、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、１百万円又は法令に定める最低責任限度額とのい

ずれか高い額としております。

⑶　役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を

締結しております。当該保険契約の保険料は、全額当社が負担しております。
① 当該保険契約の被保険者の範囲

当該保険契約の被保険者は、当社及び当社の子会社の取締役並びに監査役であります。
② 当該保険契約の内容の概要

被保険者である役員がその職務の執行に関して責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請
求を受けることにより生じ得る損害について、保険会社が当該保険契約により填補するもので
あり、１年ごとに契約を更新しております。

③ 当該保険契約により役員等（当社の役員等に限る。）の職務の執行の適正性が損なわれない
ようにするための措置
当該保険契約では、当社が被保険者である役員に対して損害賠償責任を追及する場合には、

保険契約の免責事項としております。また、填補額について限度額を定めるとともに、一定額
に至らない損害を填補の対象外とすることにより、当該役員の職務の執行の適正性が損なわれ
ないようにするための措置を講じております。
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（1）取締役の状況、（2）責任限定契約の内容の概要、（3）役員等賠償責任保険契約の内容の概要、（4）取締役の報酬等、（5）社外役員に関す
る事項

⑷　取締役の報酬等
①　役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、2024年５月27日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る
決定方針を決議しております。

また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決
定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していること、並びに指名報酬委員
会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該報酬等の内容は当該決定方針に沿う
ものであると判断しております。

取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、次のとおりです。
ア　基本方針

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は、固定報酬としての基本報酬
のみとし、個々の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬の決定に際しては各職
責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。

また、社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬についても、その職責に鑑み全額を
固定報酬としての基本報酬のみとする。

イ　基本報酬の額またはその算定方法の決定に関する方針（報酬等を与える時期または条件の
決定に関する方針、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項を含む。）

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の基本報酬は、月例の固定報酬とし、
役位、職責、在任年数に応じて、他社水準、当社の業績、職務に対する評価、中長期的な経
済情勢等も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の額については、取締役会
の決議に基づき委任を受けた代表取締役社長が決定する。取締役会は、当該権限が代表取締
役社長によって適切に行使されるよう、指名報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものと
し、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申内容を踏まえて決定しなければならな
い。

また、監査等委員である取締役の個人別の報酬等の額については、監査等委員である取締
役の協議により決定する。
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（1）取締役の状況、（2）責任限定契約の内容の概要、（3）役員等賠償責任保険契約の内容の概要、（4）取締役の報酬等、（5）社外役員に関す
る事項

区分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる役員
の員数(名)基本報酬 非金銭報酬等

取締役(監査等委員を除く)
（うち社外取締役）

348
（８）

348
（８）

－
（－）

11
（４）

取締役(監査等委員)
(うち社外取締役)

24
（13）

24
（13）

－
（－）

４
（３）

合　　　計
（うち社外役員）

372
（22）

372
（22）

－
（－）

15
（７）

②　当事業年度に係る報酬等の総額等

（注）取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

③　当事業年度において支払った役員退職慰労金
当社は、2024年６月27日開催の第42期定時株主総会決議の時をもって役員退職慰労金制度

を廃止し、同総会終結後引き続き在任する取締役に対し、同制度廃止までの在任期間に対応す
る退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを同総会で決議しております。

なお、当事業年度において退任した取締役に対し支払った役員退職慰労金は以下のとおりで
あります。

取締役(監査等委員を除く) １名 ０百万円 （うち社外取締役 １名 ０百万円）

④　取締役及び監査等委員である取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の金銭報酬の額は、2024年６月27日開催の第

42期定時株主総会において年額450百万円以内（うち社外取締役分50百万円以内）と決議し
ております（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）。当該株主総会終結時点の取締
役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は、10名（うち、社外取締役は３名）です。

監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2024年６月27日開催の第42期定時株主総会に
おいて年額50百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取
締役の員数は、４名です。

⑤　取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長高橋一穂に対し、各取締役（監査等委員である取締役を除

く。）の基本報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案
しつつ、各取締役（監査等委員である取締役を除く。）の担当部門及び職責について評価を行
うには、代表取締役が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定に
際しては、事前に指名報酬委員会が当該決定内容の妥当性等について確認しております。

－ 18 －



2026/05/26 14:11:12 / H5303959_ＶＴホールディングス株式会社_招集通知_電子提供措置用

（1）取締役の状況、（2）責任限定契約の内容の概要、（3）役員等賠償責任保険契約の内容の概要、（4）取締役の報酬等、（5）社外役員に関す
る事項

⑥　社外役員が当社の子会社から受けた役員報酬等の総額
当事業年度において、社外役員が子会社等から役員として受けた報酬等の総額は、0百万円

であります。

⑸　社外役員に関する事項
①　他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・社外取締役山田尚武氏は、弁護士法人しょうぶ法律事務所の代表であります。当社と同事務
所との間には特別の関係はありません。

・社外取締役藤谷真理氏は、藤谷会計事務所の代表であります。当社と同事務所との間には特
別の関係はありません。

・社外取締役黒野葉子氏は、愛知学院大学法学部の教授であります。当社と同大学との間には
特別の関係はありません。

・社外取締役（監査等委員）柴田和範氏は、北辰税理士法人の代表であります。当社と北辰税
理士法人との間には特別の関係はありません。

・社外取締役（監査等委員）鹿倉祐一氏は、鹿倉法律事務所の代表であります。当社と同事務
所との間には特別の関係はありません。
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（1）取締役の状況、（2）責任限定契約の内容の概要、（3）役員等賠償責任保険契約の内容の概要、（4）取締役の報酬等、（5）社外役員に関す
る事項

区　分 氏　名 出席状況及び発言状況並びに
期待される役割に関して行った職務の概要

社外
取締役 山田尚武

当事業年度に開催された取締役会12回の全てに出席いたしました。弁護士と
しての法律に関する専門的な知識と経験から、取締役会の意思決定の妥当
性・適正性を確保するための発言を行っており、特に外部のステークホルダ
ーの立場に立った発言や中長期的な企業価値の向上に資する助言をいただき
ました。

社外
取締役 藤谷真理

当事業年度に開催された取締役会12回の全てに出席いたしました。公認会計
士としての専門的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当
性・適正性を確保するための助言・提言を行っており、適宜必要な助言をい
ただきました。

社外
取締役 黒野葉子

2025年６月就任以降、当事業年度に開催された取締役会10回の全てに出席
いたしました。大学法学部教授として法律に関する専門的な知識と経験か
ら、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行ってお
り、適宜必要な助言をいただきました。

社外
取締役
(監査等
委員)

土田新一郎

2025年６月就任以降、当事業年度に開催された取締役会10回の全てに、監
査等委員として出席し、他の上場会社における監査役としての豊富な知識と
経験に基づき、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助
言・提言を行っております。
また、2025年６月就任以降、当事業年度に開催された監査等委員会10回の
全てに出席し、適宜必要な発言を行っております。

社外
取締役
(監査等
委員)

柴田和範

当事業年度に開催された取締役会12回のうち、監査等委員として11回出席
し、公認会計士としての専門的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思
決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
また、当事業年度に開催された監査等委員会13回の全てに出席し、適宜必要
な発言を行っております。

社外
取締役
(監査等
委員)

鹿倉祐一

当事業年度に開催された取締役会12回の全てに、監査等委員として出席し、
弁護士としての専門的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥
当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
また、当事業年度に開催された監査等委員会13回の全てに出席し、適宜必要
な発言を行っております。

②　当事業年度における主な活動状況

（注）上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第25条第２項の規定に基づき、取
締役会決議があったものとみなす書面決議が８回ありました。
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（1）名称、（2）報酬等の額、（3）非監査業務の内容～（6）補償契約の内容の概要

報酬等の額

① 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 51百万円

② 当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 70百万円

４．会計監査人の状況
⑴　名称

監査法人東海会計社

⑵　報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく
監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記①の金額にはこれらの合
計額を記載しております。

２. 当社の重要な子会社の中には、当社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人（外国におけ
るこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。）の監査を受けている会社があります。

３. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算
出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の
額について同意の判断をいたしました。

⑶　非監査業務の内容
該当事項はありません。

⑷　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場

合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたしま
す。

また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、
監査等委員全員の同意に基づき、監査等委員会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査
等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解
任した旨及びその理由を報告いたします。

⑸　責任限定契約の内容の概要
該当事項はありません。

⑹　補償契約の内容の概要
該当事項はありません。

－ 21 －



2026/05/26 14:11:12 / H5303959_ＶＴホールディングス株式会社_招集通知_電子提供措置用

連結財政状態計算書

連結財政状態計算書
（2026年３月31日現在）

（単位：百万円）
資 産 負 債

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産

現 金 及 び 現 金 同 等 物

営業債権及びその他の債権

そ の 他 の 金 融 資 産

棚 卸 資 産

そ の 他 の 流 動 資 産

流 動 資 産 合 計

非 流 動 資 産

有 形 固 定 資 産

の れ ん

無 形 資 産

投 資 不 動 産

持分法で会計処理されている投資

そ の 他 の 金 融 資 産

繰 延 税 金 資 産

そ の 他 の 非 流 動 資 産

非 流 動 資 産 合 計　

13,565

36,770

240

87,643

9,324

147,541

103,843

13,522

978

7,079

5,043

23,072

1,824

164

155,525　

流 動 負 債
社 債 及 び 借 入 金 58,134
営業債務及びその他の債務 68,728
そ の 他 の 金 融 負 債 10,878
未 払 法 人 所 得 税 等 2,573
契 約 負 債 13,521
そ の 他 の 流 動 負 債 4,214
流 動 負 債 合 計 158,049

非 流 動 負 債
社 債 及 び 借 入 金 28,787
そ の 他 の 金 融 負 債 30,894
引 当 金 1,198
繰 延 税 金 負 債 5,021
そ の 他 の 非 流 動 負 債 1,177
非 流 動 負 債 合 計 67,077

負 債 合 計 225,126
資 本

資 本 金 5,100
資 本 剰 余 金 3,995
自 己 株 式 △2,970
その他の資本の構成要素 5,397
利 益 剰 余 金 59,161
親会社の所有者に帰属する持分合計 70,684
非 支 配 持 分 7,257
資 本 合 計 77,941

資 産 合 計 303,067 負 債 及 び 資 本 合 計 303,067
（注）記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。
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連結損益計算書

( 自　2025年４月１日
至　2026年３月31日 )

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 収 益 388,733

売 上 原 価 328,741

売 上 総 利 益 59,992

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 48,714

そ の 他 の 収 益 1,591

そ の 他 の 費 用 1,866

営 業 利 益 11,003

金 融 収 益 979

金 融 費 用 2,073

持 分 法 に よ る 投 資 利 益 220

税 引 前 利 益 10,129

法 人 所 得 税 費 用 4,178

当 期 利 益 5,950

当 期 利 益 の 帰 属

親 会 社 の 所 有 者 4,898

非 支 配 持 分 1,052

当 期 利 益 5,950

連　結　損　益　計　算　書

（注）記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。
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貸借対照表

貸 借 対 照 表
（2026年３月31日現在）

（単位：百万円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
前 渡 金
前 払 費 用
短 期 貸 付 金
未 収 入 金
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
土 地
そ の 他
無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
長 期 貸 付 金
従 業 員 長 期 貸 付 金
長 期 前 払 費 用
差 入 保 証 金
破 産 更 生 債 権 等
そ の 他
貸 倒 引 当 金

　

21,404
2,934

22
64

18,083
294

4
57,395
2,758
1,080
1,644

33
8
7
0

54,628
15,067
38,265

818
1

341
107
79
26

△79
　

流 動 負 債 32,946
短 期 借 入 金 25,488
一年以内返済予定の長期借入金 6,658
未 払 金 341
未 払 法 人 税 等 283
未 払 費 用 90
未 払 消 費 税 等 9
契 約 負 債 27
預 り 金 30
賞 与 引 当 金 16
そ の 他 0

固 定 負 債 24,561
長 期 借 入 金 19,503
繰 延 税 金 負 債 3,454
資 産 除 去 債 務 74
そ の 他 1,528

負 債 合 計 57,507
純 資 産 の 部

株 主 資 本 13,464
資 本 金 5,099
資 本 剰 余 金 4,487
資 本 準 備 金 2,728
そ の 他 資 本 剰 余 金 1,759
利 益 剰 余 金 6,845
利 益 準 備 金 254
そ の 他 利 益 剰 余 金 6,591
繰 越 利 益 剰 余 金 6,591

自 己 株 式 △2,969
評 価 ・ 換 算 差 額 等 7,828
その他有価証券評価差額金 7,828
純 資 産 合 計 21,292

資 産 合 計 78,799 負 債 純 資 産 合 計 78,799
（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

損 益 計 算 書

( 自　2025年４月１日
至　2026年３月31日 )

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 4,892
売 上 原 価 237
売 上 総 利 益 4,655

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,290
営 業 利 益 3,365

営 業 外 収 益
受 取 利 息 配 当 金 716
為 替 差 益 446
そ の 他 69 1,232

営 業 外 費 用
支 払 利 息 403
そ の 他 0 404
経 常 利 益 4,193

特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 173
そ の 他 17 191

特 別 損 失
関 係 会 社 株 式 評 価 損 1,385
減 損 損 失 56
そ の 他 2 1,443
税 引 前 当 期 純 利 益 2,940
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 541
法 人 税 等 調 整 額 △110 431
当 期 純 利 益 2,509

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

代 表 社 員
業務執行社員 公認会計士 後 藤 久 貴

代 表 社 員
業務執行社員 公認会計士 大 国 光 大

代 表 社 員
業務執行社員 公認会計士 阿 知 波 智 大

2026年５月25日
ＶＴホールディングス株式会社

取締役会 御中
監査法人東海会計社
愛知県名古屋市

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、ＶＴホールディングス株式会社の2025年４月１日から2026年

３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書
及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、会社計算規則第120条第１項後段の規定により指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略し
て作成された上記の連結計算書類が、ＶＴホールディングス株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書
類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における
職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結
子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示すること

にある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、その
ような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、連結計算書類を指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成することを認めている

会社計算規則第120条第１項後段の規定により作成し、適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要
な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかど
うかを評価し、指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成することを認めている会社計算規則第120
条第１項後段の規定に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示

がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。
・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・連結計算書類の表示及び注記事項が、指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成することを認め
ている会社計算規則第120条第１項後段の規定に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算
書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価す
る。
・連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入
手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に
関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な

不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻
害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。
以　　上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

代 表 社 員
業務執行社員 公認会計士 後 藤 久 貴
代 表 社 員
業務執行社員 公認会計士 大 国 光 大
代 表 社 員
業務執行社員 公認会計士 阿 知 波 智 大

2026年５月25日
ＶＴホールディングス株式会社

取締役会 御中
監査法人東海会計社
愛知県名古屋市

　
監査意見

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ＶＴホールディングス株式会社の2025年４月１日から
2026年３月31日までの第44期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個
別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計
算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適
切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示すること

にある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載
内容に対して意見を表明するものではない。計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読
し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違が

計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本
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計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

あるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が

ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。
・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注
意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会
計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な

不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻
害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査等委員会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書
　　当監査等委員会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第44期事業年度における取締役の職務の執行を監査い
たしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。
１．監査の方法及びその内容

　　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該
決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況に
ついて定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしま
した。

①　監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門
と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、また必要に
応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしま
した。さらに子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会
社から事業の報告を受けました。

②　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人
からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行
が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管
理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資
本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（会社計算規則第120条第１項後段の規定によ
り、国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成された連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変
動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
２．監査の結果

⑴　事業報告等の監査結果
①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③　内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関す

る事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人監査法人東海会計社の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
⑶　連結計算書類の監査結果

　会計監査人監査法人東海会計社の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
2026年５月25日

ＶＴホールディングス株式会社　監査等委員会
常 勤 監 査 等 委 員　安　藤　仁　一　㊞
常 勤 監 査 等 委 員　土 田 新 一 郎　㊞
監   査   等   委   員　柴　田　和　範　㊞
監   査   等   委   員　鹿　倉　祐　一　㊞

（注）監査等委員土田新一郎、柴田和範及び鹿倉祐一は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役であ
ります。

監査等委員会の監査報告書　謄本

以　上
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第1号議案 資本準備金及び利益準備金の額の減少の件

株主総会参考書類

第１号議案　資本準備金及び利益準備金の額の減少の件
　当社は、今後の機動的な資本政策に備えるとともに、財務戦略上の柔軟性を確保することを目的と
して、会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金及び利益準備金の額の減少を行い、減少す
る資本準備金の額の全額をその他資本剰余金に、減少する利益準備金の額の全額を繰越利益剰余金に
振り替えることについてご承認をお願いするものであります。
　なお、かかる資本準備金及び利益準備金の額の減少は、純資産の部の勘定科目間の振替処理であ
り、当社の業績に与える影響はありません。

１．減少する資本準備金及び利益準備金の額
　　資本準備金2,728,026,765円のうち、2,728,026,765円
　　利益準備金254,955,987円のうち、254,955,987円

２．資本準備金及び利益準備金の額の減少が効力を生ずる日
　　2026年８月４日（予定）
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第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件

候補者番号

１
再任

　

や ま

山
ざ き

﨑
 

　
た く

宅
や

哉
（1968年７月12日生）

　

●選任理由
　自動車ビジネスにおける長年のキャリアと国内外での
豊富なマネジメント経験、また当社の自動車販売関連事
業に対しても高度な知見を有しており、当社の経営への
さらなる貢献を期待できるため、引き続き取締役候補者
としております。

所有する当社株式の数 5,678株
　
●略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
    1991年    4 月 トヨタ自動車㈱ 入社
    2017年    1 月 Toyota Motor North America 赴任（在

ア メ リ カ ） Group Vice President, 
Sales, Corporate Strategy & Planning

    2020年    1 月 同社 MS統括部長
    2021年    9 月 当社入社 経営戦略本部 経営企画部長
    2024年    6 月 エルシーアイ㈱ 取締役（現任）

    2024年    6 月 ピーシーアイ㈱ 取締役（現任）
    2024年    6 月 三河日産自動車㈱ 取締役（現任）
    2024年    6 月 ㈱ホンダカーズ東海 取締役（現任）
    2024年    6 月 当社取締役 兼 経営戦略本部 経営企画部

長（現任）
    2024年    7 月 当社 ディーラー支援グループ長（現任）
    2025年    4 月 ㈱モトーレン三河 代表取締役社長（現任）

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）全員（10名）

は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、１名減員し、取締役９名（うち社外取締役３名）の選任をお願いするものでありま

す。
なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、意見はございませんでし

た。
取締役候補者は、次のとおりであります。

－ 34 －
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第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件

候補者番号

２
再任

　

ほ り

堀
 

　
 

　
な お

直
き

樹
（1964年３月30日生）

　

●選任理由
　当社において管理部門、新規事業部門を歴任し、また
グループ会社の経営者としても豊富な経験と実績を有し
ております。現在は、持分法適用関連会社である上場会
社の経営者として経営改革に尽力し、グループ業績の向
上に貢献しております。以上のことから、引き続き取締
役候補者としております。

所有する当社株式の数 199,000株
　
●略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

    1996年    7月 当社入社
    2000年    10月 当社住宅事業部長
    2003年    4月 当社新規事業部長
    2004年    8月 ㈱ホンダベルノ東海（現･㈱ホンダカーズ

東海） 代表取締役社長
    2006年    6月 当社取締役管理部長

重要な兼職の状況 ㈱ワイズホールディングス 代表取締役社長

    2006年    8月 ㈱ホンダカーズ東海 代表取締役副社長
    2006年    10月 当社取締役コンプライアンス推進部長
    2007年    6月 ㈱ヤマシナ（現･㈱ワイズホールディング

ス） 代表取締役社長（現任）
    2014年    6月 当社取締役（現任）

　

候補者番号

３
再任

　

い

伊
と う

藤
 

　
か ず

和
し げ

繁
（1965年３月６日生）

　

●選任理由
　当社及びグループ会社において長年にわたり経営に携
わり、特に海外事業や管理部門における幅広い知見を有
しており、当社の経営へのさらなる貢献を期待できるた
め、引き続き取締役候補者としております。

所有する当社株式の数 9,386株
　
●略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
2004年    7月 当社入社
2007年    12月 ㈱トラスト 営業部長
2008年    6月 ㈱トラスト 取締役
2011年    4月 TRUST ABSOLUT AUTO(PTY)LTD./SKY     　　

ABSOLUT AUTO(PTY)LTD. 赴任（在南ア
フリカ）

2016年    12月 MASTER AUTOMOCION, S.L. 赴任（在スペイン)

    2020年    11月 当社経営戦略本部 海外事業推進室長（現任）
    2022年    7 月 当社 管理部長（現任）
    2024年    6 月 当社 取締役（現任）
    2025年    6 月 静岡日産自動車㈱ 取締役（現任）
    2025年    6 月 三河日産自動車㈱ 取締役（現任）
    2025年    6 月 ㈱日産サティオ奈良 取締役（現任）
    2025年    9 月 ㈱トラスト 代表取締役社長（現任）
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第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件

候補者番号

４
再任

　

な か

中
し ま

嶋
 

　
 

　
つとむ

勉
（1965年12月８日生）

　

●選任理由
　当社及びグループ会社において、自動車販売関連事業
の領域における豊富な経験と見識を有しており、子会社
の経営者としても、高いマネジメント力を発揮している
ことから、当社の経営への更なる貢献を期待して引き続
き取締役候補者としております。

所有する当社株式の数 43,692株
　
●略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

    1989年    12月 ㈱ホンダベルノ東海（現･㈱ホンダカーズ
東海）入社

    2014年    4月 当社入社
    2014年    4月 ㈱日産サティオ奈良 代表取締役社長 重要な兼職の状況 ㈱ホンダカーズ東海 取締役副社長

    2015年    6月 ㈱ホンダカーズ東海 取締役副社長（現任）
    2021年    6月 当社取締役（現任）

　

候補者番号

５
新任

　

に い

新
み

美
 

　
か ず

和
ゆ き

之
（1969年４月22日生）

　

●選任理由
　当該候補者は、新たにグループインした会社の立ち上
げに中心的役割を果たし、また長年にわたり管理部門の
中核人材として経営を支えてきた実績を有していること
から、当社グループの持続的成長に寄与する人材と判断
し、取締役候補者としております。

所有する当社株式の数 23,097株
　
●略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
    2000年    6 月 当社入社 経理グループ長
    2018年    6 月 ピーシーアイ㈱ 監査役（現任）
    2022年    7 月 当社管理副部長

    2024年    6 月 エルシーアイ㈱ 監査役（現任）
    2026年    4 月 当社管理副部長 兼 保険管理グループ長（現任）
    2026年    4 月 日産プリンス山梨販売㈱ 取締役（現任）
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第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件

候補者番号

６
再任

　

た か

高
は し

橋
 

　
か ず

一
ほ

穂
（1953年１月18日生）

　

●選任理由
　当社の創業者として、長年にわたり当社の経営を指揮
し、グループ規模の拡大、業績の向上など多くの成果を
上げてまいりました。その経営全般にわたる豊富な知見
と能力が、当社の経営に欠かせないものと判断し、引き
続き取締役候補者としております。

所有する当社株式の数 3,577,800株
　
●略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

    1983年    3月 当社設立 代表取締役社長（現任）
    2003年    4月 ㈱ホンダベルノ東海（現･㈱ホンダカーズ

東海）代表取締役社長
    2006年    4月 エルシーアイ㈱ 代表取締役社長（現任）

    2015年    6月 ㈱ホンダカーズ東海 代表取締役社長（現任）
    2017年    5月 ピーシーアイ㈱ 代表取締役社長（現任）
    2017年    5月 ㈱モトーレン静岡 代表取締役社長
    2019年    8月 ㈱モトーレン三河 代表取締役社長

候補者番号

７
再任 社外 独立

　

や ま

山
だ

田
 

　
ひ さ

尚
た け

武
（1964年８月１日生）

　

●社外取締役選任理由及び期待される役割の概要
　弁護士としての豊富な経験と専門知識並びに高い法令
遵守の精神を有しており、当社及びグループ会社のコン
プライアンス体制の強化に貢献いただいております。ま
た、取締役会、投資委員会等において、ステークホルダ
ーの利益に資する適切な提言や発言が期待されることか
ら、引き続き社外取締役候補者としております。

所有する当社株式の数 －株
　
●略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

    1992年    4月 名古屋弁護士会（現･愛知県弁護士会） 弁
護士登録

    1992年    4月 小山齊法律事務所 入所
    1996年    4月 しょうぶ法律事務所開設 代表
    2008年    4月 静岡大学法科大学院 教授
    2009年    9月 公益社団法人日本サードセクター経営者協

会 監事（現任）
    2012年    4月 愛知県弁護士会 副会長

重要な兼職の状況 弁護士法人しょうぶ法律事務所 代表

    2013年    10月 弁護士法人しょうぶ法律事務所設立 代表
（現任）

    2015年    6 月 当社社外取締役（現任）
    2017年    9 月 リーガルAI㈱ 代表取締役（現任）
    2020年    6 月 丸八証券㈱ 社外取締役（現任）
    2022年    9 月 中小企業庁 経営力再構築伴走支援推進協

議会実務者会議 委員（現任）
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第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件

候補者番号

８
再任 社外 独立

　

ふ じ

藤
た に

谷
 

　
ま

真
り

理
（1972年４月30日生）

　

●社外取締役選任理由及び期待される役割の概要
　事業会社の経営に直接関与された経験はありません
が、会計士としての豊富な経験と幅広い知識を有してお
り、当社及びグループ会社のコーポレートガバナンスの
強化に加え、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保
への貢献が期待されることから、引き続き社外取締役候
補者としております。

所有する当社株式の数 －株
　
●略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1997年    10月 監査法人 伊東会計事務所 入所（現 PwC Japan有限

責任監査法人及び 有限責任あずさ監査法人）
2001年    5月 公認会計士登録
2002年    9月 公認会計士登録抹消
2007年    7月 公認会計士再登録
    2007年    9 月 東陽監査法人 名古屋事務所 入所 重要な兼職の状況 藤谷会計事務所 代表

    2013年    8 月 税理士法人アイオン 多治見事務所 入所
    2024年    6 月 当社社外取締役（現任）
    2026年    1 月 税理士登録
    2026年    1 月 藤谷会計事務所開設 代表（現任）

　

候補者番号

９
再任 社外 独立

　

く ろ

黒
の

野
 

　
よ う

葉
こ

子
（1974年６月29日生）

　

●社外取締役選任理由及び期待される役割の概要
　事業会社の経営に直接関与された経験はありません
が、商法（特に会社法）を専門とする法学部大学教授と
して、豊富な経験と専門的な知識を有しており、当社及
びグループ会社の意思決定に対する客観的な視点と企業
ガバナンスの強化に寄与することを期待されることか
ら、引き続き社外取締役候補者としております。

所有する当社株式の数 －株
　
●略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
    2004年    4 月 東北学院大学法学部 講師
    2009年    4 月 東北学院大学法学部 准教授
    2017年    4 月 愛知学院大学法学部 准教授

重要な兼職の状況 愛知学院大学法学部 教授

    2025年    2 月 愛知学院大学法学部 教授（現任）
    2025年    6 月 当社社外取締役（現任）

　
（注）１. 当社（1983年３月22日設立、実質上の存続会社）は、株式額面を変更するため、1997年４月に㈱ホ

ンダオートセールス（1978年４月11日設立、形式上（登記上）の存続会社）と合併いたしました
が、上記は、実質上の存続会社を当社として記載しております。

２. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
３. 山田尚武氏、藤谷真理氏及び黒野葉子氏は、社外取締役候補者であります。
４. 社外取締役候補者山田尚武氏、藤谷真理氏及び黒野葉子氏は、現に当社の社外取締役であり、その就

任してからの年数は、本総会終結の時をもって山田尚武氏が11年、藤谷真理氏が２年、黒野葉子氏が
１年であります。

５. 当社は、山田尚武氏、藤谷真理氏及び黒野葉子氏との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任を

－ 38 －



2026/05/26 14:11:12 / H5303959_ＶＴホールディングス株式会社_招集通知_電子提供措置用

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件

限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、１百万円と法令の定める最
低責任限度額のいずれか高い額としており、各候補者の再任が承認された場合、当該契約を継続する
予定であります。

６. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結し
ており、当社取締役を含む被保険者のその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係
る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約によって補填することとしており
ます。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。当社は、
次回更新時に当該保険契約を同様の内容で更新する予定です。

７. 当社は、山田尚武氏、藤谷真理氏及び黒野葉子氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役
員として、㈱東京証券取引所及び㈱名古屋証券取引所に届け出ております。なお、山田尚武氏、藤谷
真理氏及び黒野葉子氏の再任が承認された場合には、引き続き各候補者を独立役員とする予定であり
ます。

８. 「所有する当社株式の数」については、2026年３月31日現在の所有株式数を記載しております。
　　また、VTホールディングス役員持株会及び従業員持株会における本人持分を含めて記載しておりま

す。（１株未満切り捨て表示）
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第3号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

候補者番号

1
再任 社外 独立

　

つ ち

土
だ

田
 

　
し ん

新
い ち

一
ろ う

郎
（1958年12月12日生）

　

●社外取締役選任理由及び期待される役割の概要
　社外役員となること以外の方法で、直接事業会社の経
営に関与された経験はありませんが、他の上場会社にお
いて監査役を歴任されており、その豊富な経験と客観的
な視点から当社の意思決定に対する企業ガバナンスの強
化に寄与することを期待されることから、引き続き監査
等委員である社外取締役候補者としております。

所有する当社株式の数 770株
　
●略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
    2010年    2 月 ㈱鈴丹（現･パレモ･ホールディングス㈱）執行

役員 経営企画室長 兼 店舗開発室長
    2013年    5 月 パレモ･ホールディングス㈱ 執行役員 店舗開

発統括部長
    2017年    5 月 パレモ･ホールディングス㈱ 常勤監査役

    2017年    8 月 ㈱パレモ 監査役
    2018年    3 月 ㈱ジャヴァホールディングス 監査役
    2018年    3 月 ㈱ベベ 監査役
    2025年    6 月 当社社外取締役 [常勤監査等委員]（現任）

候補者番号

2
再任 社外 独立

　

か

鹿
く ら

倉
 

　
ゆ う

祐
い ち

一
（1967年５月28日生）

　

●社外取締役選任理由及び期待される役割の概要
　社外役員となること以外の方法で、直接事業会社の経
営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊
富な知見や経験から、当社のコンプライアンスやコーポ
レートガバナンスの維持・向上に貢献いただいておりま
す。その高い専門性から、当社の経営判断において適法
性を確保するために必要な存在であると判断し、引き続
き監査等委員である社外取締役候補者としております。

所有する当社株式の数 －株
　
●略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

    1998年    4月 名古屋弁護士会（現･愛知県弁護士会）弁
護士登録

    2002年    10月 鹿倉法律事務所開設 同所代表（現任）
重要な兼職の状況 鹿倉法律事務所 代表

    2007年    6 月 当社社外監査役
    2024年    6 月 当社社外取締役 [監査等委員]（現任）

　

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役全員（４名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、１名減員し、監査等委員である取締役３名の選任をお願いするものであります。
本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

－ 40 －



2026/05/26 14:11:12 / H5303959_ＶＴホールディングス株式会社_招集通知_電子提供措置用

第3号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

候補者番号

3
新任 社外 独立

　

お

小
が さ

笠
わ ら

原
 

　
し ゅ

修
ぶ ん

文
（1972年10月28日生）

　

●社外取締役選任理由及び期待される役割の概要
　長年の監査業務経験に裏付けられた客観的かつ公正な
判断能力を有しており、独立した立場から取締役会の意
思決定を監督し、経営の透明性・公平性の確保に貢献す
るとともに、少数株主の視点を踏まえた意見表明を行う
ことを期待されることから、監査等委員である社外取締
役候補者としております。

所有する当社株式の数 －株
　
●略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
    1998年    10月 監査法人 伊東会計事務所 入所（現 PwC 

Japan有限責任監査法人及び 有限責任あ
ずさ監査法人）

    2001年    1 月 中央青山監査法人 入所
    2002年    5 月 公認会計士登録
    2006年    7 月 あらた監査法人（現 PwC Japan 有限責

任監査法人） 入所
    2022年    7 月 PwC あらた有限責任監査法人（現 PwC 

Japan 有限責任監査法人） 名古屋事務所長 重要な兼職の状況 小笠原修文公認会計士事務所 代表
㈱SAKURA CPA Network 代表取締役社長

    2024年    8 月 小笠原修文公認会計士事務所開設 代表
（現任）

    2024年    9 月 ㈱SAKURA CPA Network設立 代表取締
役社長（現任）

    2025年    6 月 丸八証券㈱ 社外取締役 [監査等委員] （現
任）

　
（注）１. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２. 土田新一郎氏、鹿倉祐一氏及び小笠原修文氏は、監査等委員である社外取締役候補者であります。
３. 監査等委員である社外取締役候補者土田新一郎氏は、現に当社の社外取締役（常勤監査等委員）であ

り、その就任してからの年数は、本総会終結の時をもって１年であります。
４. 監査等委員である社外取締役候補者鹿倉祐一氏は、現に当社の社外取締役（監査等委員）であり、そ

の就任してからの年数は、本総会終結の時をもって２年であります。なお、同氏は、監査等委員会設
置会社へ移行する前は当社の社外監査役に就任しており、その在任期間は17年であります。

５. 当社は、土田新一郎氏、鹿倉祐一氏との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約
を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、１百万円と法令の定める最低責任
限度額のいずれか高い額としており、両氏の再任が承認された場合、当該契約を継続する予定であり
ます。また、小笠原修文氏の選任が承認された場合は、同氏との間で同様の責任限定契約を締結する
予定であります。

６. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結し
ており、当社取締役を含む被保険者のその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係
る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約によって補填することとしており
ます。各候補者が監査等委員である取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者とな
ります。当社は、次回更新時に当該保険契約を同様の内容で更新する予定です。

７. 土田新一郎氏は、当社の特定関係事業者（子会社）である三河日産自動車㈱の監査役であります。
　　また、鹿倉祐一氏は、当社の特定関係事業者（子会社）であるAMGホールディングス㈱の監査等委

員である社外取締役の三親等以内の親族であります。
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第3号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

８. 当社は、土田新一郎氏、鹿倉祐一氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、㈱
東京証券取引所及び㈱名古屋証券取引所に届け出ております。なお、両氏の再任が承認された場合に
は、引き続き両氏を独立役員とする予定であります。

　　また、小笠原修文氏を一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、㈱東京証券取引所
及び㈱名古屋証券取引所に届け出る予定です。

９. 「所有する当社株式の数」については、2026年３月31日現在の所有株式数を記載しております。
　　また、VTホールディングス役員持株会における本人持分を含めて記載しております。（１株未満切

り捨て表示）
10. 監査等委員である取締役 安藤仁一氏は、監査等委員である取締役候補者の人選および監査等委員の

員数について、監査の実効性、コーポレート・ガバナンスの観点から懸念があることを理由として、
本議案に反対する旨の意見を述べております。
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第4号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

　

と よ

豊
だ

田
 

　
ゆ き

幸
の り

宣
（1963年９月２日生）

　

●補欠の監査等委員である取締役選任理由
　内部監査室長及びグループ会社監査役としての経験を
通じ、監査業務及び当社グループの業務全般に関する十
分な知識と見識を有しております。監査等委員である取
締役に欠員が生じた場合においても、速やかにその職務
を適切に遂行できる人材であると判断し、補欠の監査等
委員である取締役候補者としております。

所有する当社株式の数 21,501株
　
●略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
    2007年    7 月 当社入社
    2007年    12月 当社内部監査室長
    2023年    6 月 エフエルシー㈱ 監査役（現任）

    2023年    6 月 ㈱モトーレン静岡 監査役（現任）
    2025年    6 月 ㈱日産サティオ奈良 監査役（現任）
    2025年    6 月 ㈱髙垣組 監査役（現任）

第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
法令に定めのある監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠の

監査等委員である取締役１名の選任をお願いするものであります。
本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

（注）１. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２. 豊田幸宣氏が監査等委員である取締役に選任された場合は、豊田幸宣氏との間で会社法第423条第１

項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、
１百万円と法令の定める最低責任限度額のいずれか高い額であります。

３. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結し
ており、当社取締役を含む被保険者のその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係
る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約によって補填することとしており
ます。候補者が監査等委員である取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。

４. 「所有する当社株式の数」については、2026年３月31日現在の所有株式数を記載しております。
また、VTホールディングス従業員持株会における本人持分を含めて記載しております。（１株未満
切り捨て表示）
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第5号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

第５号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の
割当てのための報酬決定の件

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額は、2024年６月27日開催の当社
第42期定時株主総会において、年額450百万円以内（うち社外取締役50百万円以内、使用人兼務取
締役の使用人分給与は含まない。）として、ご承認をいただいております。

今般、当社は、当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「対象取締
役」という。）が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上
への貢献意欲を従来以上に高めるため、対象取締役に対し、一定の譲渡制限期間及び当社による無償
取得事由等の定めに服する当社普通株式（以下、「譲渡制限付株式」という。）を下記のとおり割り
当てることといたしたいと存じます。

つきましては、対象取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案いたしまして、上記の取締役（監
査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額とは別枠として、対象取締役に対する譲渡制限付株式
に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額90百万円以内として設定いたしたいと
存じます。なお、譲渡制限付株式の割当ては、対象取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案して
決定しており、下記2.に定める各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の数の上限が発行済株
式総数に占める割合は0.15％程度（10年間に亘り、当該上限となる数の譲渡制限付株式を発行した
場合における発行済株式総数に占める割合は1.47％程度）と希釈化率は軽微であることから、その内
容は相当なものであると考えております。

本議案をご承認いただいた場合、ご承認いただいた内容とも整合するよう、本株主総会終結後の当
社取締役会において、事業報告17頁に記載の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針につ
き、本議案（ご参考）に記載のとおり変更することを予定しております。本議案は、当該変更後の方
針に沿うものであり、相当な内容であると判断しております。

また、現在の当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は10名（うち社外取締役３名）
であり、第２号議案のご承認が得られた場合、取締役（監査等委員である取締役を除く。）は９名
（うち社外取締役３名）となり、対象取締役は６名となります。

記

対象取締役に対する譲渡制限付株式の具体的な内容及び数の上限

1. 譲渡制限付株式の割当て及び払込み
当社は、対象取締役に対し、当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬等として上

記の年額の範囲内で金銭報酬債権を支給し、各対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の
方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受ける。
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第5号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

なお、譲渡制限付株式の払込金額は、その発行又は処分に係る当社取締役会決議の日の属する月の
前月１か月の各日（取引が成立しない日を除く）の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引
の終値の平均値、又は当該当社取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普
通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）のいずれか高
い方の額を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範
囲で当社取締役会において決定する。

また、上記金銭報酬債権は、対象取締役が、上記の現物出資に同意していること及び下記3.に定め
る内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件として支給する。

2. 譲渡制限付株式の総数
対象取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数18万株を、各事業年度において割り当てる

譲渡制限付株式の数の上限とする。
ただし、本議案の決議の日以降、当社普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含

む。）又は株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割り当てる譲渡制限付株式の総数の
調整を必要とする場合には、当該譲渡制限付株式の総数を合理的に調整することができる。

3. 譲渡制限付株式割当契約の内容
譲渡制限付株式の割当てに際し、当社取締役会決議に基づき、当社と譲渡制限付株式の割当てを受

ける対象取締役との間で締結する譲渡制限付株式割当契約は、以下の内容を含むものとする。
(1)譲渡制限の内容

譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役は、譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役を退任
する日までの間（以下、「譲渡制限期間」という。）、当該対象取締役に割り当てられた譲渡制限付
株式（以下、「本割当株式」という。）につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設
定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができない（以下、「譲渡制限」という。）。

(2)譲渡制限付株式の無償取得
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来

する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役を退任した場合には、当社取締役会が正
当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を当然に無償で取得する。

また、本割当株式のうち、上記(1)の譲渡制限期間が満了した時点において下記(3)の譲渡制限の解
除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当社はこれを当然に無償で
取得する。

－ 45 －



2026/05/26 14:11:12 / H5303959_ＶＴホールディングス株式会社_招集通知_電子提供措置用

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

(3)譲渡制限の解除
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来

する当社の定時株主総会の開催日まで継続して、当社の取締役の地位にあったことを条件として、本
割当株式の全部につき、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。

ただし、当該対象取締役が、当社取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間の開始日以
降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役を退任した場合には、譲
渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するも
のとする。

(4)組織再編等における取扱い
当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契

約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に
関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会）で承認された場合（当
該組織再編等の効力発生日が譲渡制限期間が満了した時点より前に到来するときに限る。以下、「組
織再編等承認時」という。）であって、かつ当該組織再編等に伴い譲渡制限付株式の割当てを受けた
対象取締役が当社の取締役を退任することとなる場合には、当社取締役会決議により、譲渡制限期間
の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式につ
き、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。

また、組織再編等承認時には、当社は、当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、同日に
おいて譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

（ご参考：取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針）
第5号議案が、原案どおり承認可決された場合に変更を予定している「取締役の個人別の報酬等の

内容に係る決定方針」の内容は下記の通りです。

記
１．基本方針

当社の取締役の報酬は、会社の持続的な成長および中長期的な企業価値の向上に資することを
目的とし、株主利益との連動を確保するとともに、株主との利害共有を通じて健全なインセンテ
ィブとして機能する報酬体系とする。報酬制度の設計および個々の報酬額の決定にあたっては、
優秀な人材の確保および維持の観点を踏まえ、客観性、透明性および公平性の高い手続により運
営する。

業務執行取締役（取締役会により業務を執行する取締役として選定されたものをいう。）の報
酬は、固定報酬である基本報酬および譲渡制限付株式報酬により構成し、各取締役の職責および
役割に応じた適正な水準で決定する。
非業務執行取締役の報酬は、独立性確保等の観点から、固定報酬である基本報酬のみとする。
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２．報酬の内容および算定方法に関する方針
（1）基本報酬

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の基本報酬
月例の固定報酬とし、役位、職責、経験、他社水準、当社の業績、職務に対する評価および

経済情勢等を総合的に勘案して決定する。年間報酬総額の上限は年額４億5,000万円以内と
し、このうち社外取締役分は年額5,000万円以内とする。
監査等委員である取締役の基本報酬

月例の固定報酬とし、その職責および経済情勢等を考慮のうえ、監査等委員である取締役全
員の協議により決定する。年間報酬総額の上限は年額5,000万円以内とする。

（2）非金銭報酬（譲渡制限付株式報酬）
業務執行取締役を対象に、中長期的な企業価値の向上および株主との価値共有の促進を目的

として、退任時まで譲渡制限を付した譲渡制限付株式（RS）を付与する。
譲渡制限付株式報酬の割当株式数は、固定報酬の額をもとにROEおよび相対TSR等の指標

の達成度に応じて変動させる仕組みとし、具体的な内容は指名報酬委員会の答申を踏まえて決
定する。

報酬総額の上限は年額9,000万円以内とし、対象取締役に付与する当社普通株式の総数は年
180,000株以内とする。また、譲渡制限付株式報酬は原則として毎年度付与するものとし、対
象取締役に重大な法令違反、職務違反等があった場合には、当社は付与した株式を無償で取得
する。

（3）報酬構成割合の決定方針
業務執行取締役の基本報酬と譲渡制限付株式報酬の割合は、当社の経営環境、役位別の責任

範囲および同業他社の水準等を踏まえ、業績連動性および中長期インセンティブとしての機能
が適切に発揮されるよう指名報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会が決定する。

３．個人別報酬等の決定方法
監査等委員である取締役を除く各取締役の基本報酬の額および各業務執行取締役の譲渡制限

付株式報酬の割当株式数は、指名報酬委員会に諮問し、その答申を最大限尊重して、取締役会
の決議により決定する。

また、監査等委員である各取締役の基本報酬の額については、監査等委員である取締役全員
の協議によって決定する。

指名報酬委員会は、決議内容の透明性や客観性を確保するため、その構成員の過半数を独立
社外取締役とし、委員長は独立社外取締役が務めることとする。

以上
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〈ご参考〉取締役のスキルマトリクス

取締役
氏名 山﨑宅哉 堀直樹 伊藤和繁 中嶋勉 新美和之 高橋一穂
年齢 57 62 61 60 57 73
性別 男 男 男 男 男 男

就任年数 ２ 20 ２ ５ ０ 43
独立役員

経営管理 ● ● ● ● ●
グローバル ● ● ●
財務・会計 ● ●

関連業界・事業 ● ● ● ●
事業投資 ● ● ● ● ●

法務・リスクマネジメント
コーポレートガバナンス ● ● ●

CSR(SDGs・ESG) ● ●

取締役 監査等委員である取締役
氏名 山田尚武 藤谷真理 黒野葉子 土田新一郎 鹿倉祐一 小笠原修文
年齢 61 54 51 67 59 53
性別 男 女 女 男 男 男

就任年数 11 ２ １ １ ２ ０
独立役員 ● ● ● ● ● ●

経営管理
グローバル
財務・会計 ● ●

関連業界・事業
事業投資 ● ●

法務・リスクマネジメント ● ● ●
コーポレートガバナンス ● ● ● ● ● ●

CSR(SDGs・ESG) ● ●

〈ご参考〉第２号議案及び第３号議案が原案どおり承認可決された場合の取締役及び監査等委員である取締役の
スキルマトリクスは以下のとおりです。

　（注）１．上記の年齢及び就任年数は、第44期定時株主総会開催日現在の年齢及び就任年数となります。
２．監査等委員である取締役鹿倉祐一氏の就任年数には、監査等委員会設置会社へ移行する前の当社社

外監査役としての在任期間17年は含まれておりません。
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〈ご参考〉社外役員の独立性判断基準

〈ご参考〉　社外役員の独立性判断基準
　当取締役会は、社外役員が以下に定める要件を満たすと判断される場合に、当社に対し十分な独立性を有している
と判断する。
１．本人が、当社及び子会社の業務執行者又は出身者でないこと。また本人の近親者等が、過去５年間において当社

及び子会社の業務執行者でないこと。
ただし、「近親者等」とは、本人の配偶者又は２親等以内の親族若しくは同居の親族（同一の家屋に居住する
「６親等内の血族」、「配偶者（内縁含む）」、及び「３親等内の姻族」）をいう。

２．本人が、現在又は過去５年間において、以下に掲げる者に該当しないこと。
（１）事業年度末において、当社の議決権を10％以上保持する大株主の業務執行者。
（２）当社の取引先であって、その年間取引金額が当社の連結売上収益の２％を超え、かつ年間１千万円を超える

ものの業務執行者、又はその年間取引金額が相手方の連結売上収益の２％を超え、かつ年間１千万円を超え
るものの業務執行者。

（３）当社及び子会社の主要な借入先（当社及びグループ会社が借入れを行っている金融機関であって、その総借
入金残高が事業年度末において当社又は当該金融機関の連結総資産の２％を超える金融機関）の業務執行
者。

（４）当社の法定監査を行う監査法人に所属する者。
（５）当社から役員報酬以外に年間１千万円を超える金銭等を得ている者。当該専門家が法人、組合等の団体の場

合は、当該団体の年間総収入額の２％を超え、かつ１千万円を超える金銭等を得ている者。
（６）当社の役員相互就任先の業務執行者。
（７）当社から年間１千万円を超える寄付又は助成を受けている団体の業務執行者。

３．本人の近親者等が、現在、２（１）乃至（７）に該当しないこと。
以上
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会　場：名古屋市中区錦三丁目11番13号
　　　　ホテル名古屋ガーデンパレス　３階　栄の間

交　通：Ⓐ地下鉄（名城線・東山線）「栄」駅 １番出口から徒歩５分
　　　　Ⓑ地下鉄（名城線・桜通線）「久屋大通」駅 ４番出口から徒歩７分
　　　　Ⓒ地下鉄（鶴舞線・東山線）「伏見」駅 １番出口から徒歩８分
　　　　Ⓓ地下鉄（鶴舞線・桜通線）「丸の内」駅 ５番出口から徒歩５分

会場には駐車場がございませんので、お車でのご来場はご遠慮ください。
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